
1

国
土
形
成
計
画
法
施
行
令
案
参
照
条
文

○

国
土
形
成
計
画
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
五
号
）

抄

（
広
域
地
方
計
画
）

第
九
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
区
域
（
以
下
「
広
域
地
方
計
画
区
域
」
と
い
う

）
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
国
土
形
成
計
画
を
定
め
る

。

も
の
と
す
る
。

一

首
都
圏
（
埼
玉
県
、
東
京
都
、
神
奈
川
県
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
県
の
区
域
を
一
体
と
し
た
区
域
を
い
う

）。

二

近
畿
圏
（
京
都
府
、
大
阪
府
、
兵
庫
県
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
県
の
区
域
を
一
体
と
し
た
区
域
を
い
う

）。

三

中
部
圏
（
愛
知
県
、
三
重
県
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
県
の
区
域
を
一
体
と
し
た
区
域
を
い
う

）。

四

そ
の
他
自
然
、
経
済
、
社
会
、
文
化
等
に
お
い
て
密
接
な
関
係
が
相
当
程
度
認
め
ら
れ
る
二
以
上
の
県
の
区
域
で
あ
つ
て
、
一
体
と
し
て
総

合
的
な
国
土
の
形
成
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
区
域

２
～
５

（
略
）

（
広
域
地
方
計
画
協
議
会
）

第
十
条

広
域
地
方
計
画
及
び
そ
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
協
議
す
る
た
め
、
広
域
地
方
計
画
区
域
ご
と
に
、
政
令
で
定
め
る
と
こ

、

、

（

「

」

。
）

ろ
に
よ
り

国
の
関
係
各
地
方
行
政
機
関

関
係
都
府
県
及
び
関
係
指
定
都
市

以
下
こ
の
条
に
お
い
て

国
の
地
方
行
政
機
関
等

と
い
う

に
よ
り
、
広
域
地
方
計
画
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う

）
を
組
織
す
る
。

。

２
～
８

（
略
）

○

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

抄

（
指
定
都
市
の
権
能
）

第
二
百
五
十
二
条
の
十
九

政
令
で
指
定
す
る
人
口
五
十
万
以
上
の
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う

）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
都
道
府

。



2

県
が
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
全
部
又
は
一
部
で
政
令
で
定
め
る
も
の

を
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

児
童
福
祉
に
関
す
る
事
務

二

民
生
委
員
に
関
す
る
事
務

三

身
体
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務

四

生
活
保
護
に
関
す
る
事
務

五

行
旅
病
人
及
び
行
旅
死
亡
人
の
取
扱
に
関
す
る
事
務

五
の
二

社
会
福
祉
事
業
に
関
す
る
事
務

五
の
三

知
的
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務

六

母
子
家
庭
及
び
寡
婦
の
福
祉
に
関
す
る
事
務

六
の
二

老
人
福
祉
に
関
す
る
事
務

七

母
子
保
健
に
関
す
る
事
務

八

障
害
者
の
自
立
支
援
に
関
す
る
事
務

九

食
品
衛
生
に
関
す
る
事
務

十

墓
地
、
埋
葬
等
の
規
制
に
関
す
る
事
務

十
一

興
行
場
、
旅
館
及
び
公
衆
浴
場
の
営
業
の
規
制
に
関
す
る
事
務

十
一
の
二

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務

十
二

結
核
の
予
防
に
関
す
る
事
務

十
三

都
市
計
画
に
関
す
る
事
務

十
四

土
地
区
画
整
理
事
業
に
関
す
る
事
務

十
五

屋
外
広
告
物
の
規
制
に
関
す
る
事
務

２

（
略
）


